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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 川崎市交通局（以下「交通局」という。）の売買、貸借、請負その他の契約に

関し必要な事項は、法令、川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４号。以下

「条例」という。）又は他に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。 

   第２章 契約 

    第１節 一般競争契約 

     第１款 一般競争入札参加者の資格 

 （一般競争入札参加者の制限） 

第２条 一般競争入札（以下「競争入札」という。）に参加しようとする者が、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という）第１６７条の４第２項

各号の規定に該当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定め

て競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人



又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

２ 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。 

 （競争入札参加者の資格） 

第３条 交通局長（以下「局長」という。）は、令第１６７条の５第１項の規定に基づ

き、競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その者が当該資格を有するものか

どうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものとする。 

２ 前項の資格要件、審査の方法等について必要な事項は、別に定める。 

 （立証証書） 

第４条 令第１６７条の４第１項並びに前条及び次に掲げる事項に関しては、当該官

公署の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。 

（１）相続があったとき。 

（２）個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に

就任し、現にその任にあるとき。 

（３）会社が解散し、その会社の代表社員がその事業を譲り受け、個人営業者となっ

たとき。 

（４）会社の合併があったとき。 

（５）会社分割があったとき。 

（６）会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。 

２ 営業を許可された未成年者は、その営業に関する登記事項証明書を提出しなけれ

ばならない。 

３ 前２項に該当しない証明を要する事項は、宣誓書により行なうものとする。 

     第２款 公告及び競争 

 （入札の公告） 

第５条 局長は競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少

なくとも１０日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、

その期間を５日までに短縮することができる。 

 （入札についての公告事項） 

第６条 令第１６７条の６第１項の規定による公告に必要な記載事項は、次のとおり

とする。 

（１）競争入札に付する事項 

（２）入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（３）契約条項を示す場所 

（４）入札の場所及び日時 

（５）入札保証金に関する事項 

（６）契約書作成の要否 

（７）前各号のほか必要な事項 



２ 競争入札が、令第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定により落札者を決

定する競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）であるときは、前項各号

に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。 

（１）総合評価一般競争入札の方法による旨 

（２）総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が交通局にとって

最も有利なものを決定するための基準（以下「落札者決定基準」という。） 

 （入札の無効） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。 

（１）入札参加の資格がなくて入札した者 

（２）所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者 

（３）入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもって金額を表示しないもの 

（４）同一入札について２通以上の入札をした者 

（５）他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者 

（６）入札者の記名押印のないもの 

（７）入札書中その要領が不明確なもの 

（８）入札に関し不正の行為があった者 

（９）前各号に定めるものを除くほか、局長の定める条件に違反した者 

 （入札保証金） 

第８条 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「企業法施行令」

という。）第２１条の１４の規定による入札保証金の率は、入札金額の１００分の２

以上とする。 

２ 局長は、前項の規定により難しいと認めるときは、契約ごとに定める額によるこ

とができるものとする。 

 （入札保証金納付の免除） 

第９条 局長は、競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、

入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

（１）競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に局長を被保険者とする入札

保証保険契約（定額てん補特約条件付）を締結したとき。 

（２）競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去２箇年

の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわ

たって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもの又は別に定める要件を

備えるものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。 

 （入札保証金に代わる担保の種類等） 

第１０条 局長が確実と認める入札保証金に代わる担保の種類及び評価額は、川崎市

交通局会計規程（平成２５年交通局規程第１３号。以下「会計規程」という。）第１



１条に定めるところによるものとする。 

 （入札保証金等の納付） 

第１１条 競争入札に参加しようとする者は、入札書提出前に入札保証金を納付しな

ければならない。ただし、郵便をもって入札する場合は、入札書と同時に納付する

ことができる。 

２ 局長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず入札保証金納付の日時を指

定することができる。 

 （入札保証金等の還付等） 

第１２条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保（以下「入札保証金等」という。）

は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消の場合は還付する。ただし、落札者は、

入札保証金等を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。 

 （予定価格の作成等） 

第１３条 局長は、競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様

書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、

開札の際これを開札場所に置かなければならない。 

２ 前項の規定による予定価格を記載した書面を封書にする措置（以下「封書の措置」とい

う。）は、当該予定価格を局長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物を含む。）をもって調製する方法により電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成し、及び保

存し、当該電磁的記録の内容が認知できない方法を講ずることをもって、当該封書

の措置に代えることができる。 

３ 局長は、別に定める競争入札については、入札執行前に予定価格を公表すること

ができる。 

 （予定価格の決定方法） 

第１４条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければな

らない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の

契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状

況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとす

る。 

 （最低制限価格） 

第１４条の２ 令第１６７条の１０第２項の規定により、あらかじめ最低制限価格を

設ける必要があるときは、予定価格の３分の２を下らない範囲内で定めるものとす

る。 



 （入札秩序の維持） 

第１５条 局長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれが

あるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。 

 （入札及び入札書） 

第１６条 競争入札の参加者は、所定の入札書を用い、入札件名を記載した封筒に封

入し所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。 

２ 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせる

ものとする。この場合において封筒の記載事項は、別に定める。 

３ 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。ただし、局長が必要と認め

る場合は、この限りでない。 

 （代理入札） 

第１７条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければなら

ない。ただし、郵便をもって入札をする場合は、前条第３項の規定にかかわらず、

入札書にこれを添付しなければならない。 

 （再度公告入札の公告期間） 

第１８条 局長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場

合においてさらに入札に付そうとするときは、第５条の公告期間は５日までに短縮

することができる。 

 （入札の変更、取消し等） 

第１９条 局長は、必要があると認めたときは、すでに公告に付した事項の変更若し

くは入札の中止及び延期又は入札の取消しをすることができる。 

第１９条の２ 競争入札の手続については、この款の規定にかかわらず、別に定める

方法による電子入札（交通局の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。以下同

じ。）により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた入札は、交通局の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に交通局に到達したものとみなす。 

     第３款 落札者の決定等 

 （落札後の手続） 

第２０条 落札者が決定したときは、適宜の方法によりその旨を落札者に通知する。 

２ 落札者は、前項の通知を受けた日から５日以内に契約書、契約保証金その他契約

に必要な関係書類を提出しなければならない。 

３ 局長は、前項の期間について、特に必要がある場合又は事由があると認める場合

は、その期間を伸縮することができる。 

 （落札者の決定の特例） 

第２１条 局長は、令第１６７条の１０第１項の規定により最低の価格をもって申込



みをした者を審査の上落札者としない場合は、最低入札者以外の者を落札者に決定

しなければならない。 

２ 局長は、令第１６７条の１０の２第２項の規定により価格その他の条件が交通局

にとって最も有利なものをもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、

その者以外の者を落札者に決定しなければならない。 

３ 前２項の規定により最低入札者以外の者又は価格その他の条件が交通局にとって

最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者に決定したときは、直ち

に当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が交通

局にとって最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必

要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札の決定が

あった旨を知らせなければならない。 

    第２節 指名競争契約 

 （指名競争入札参加者の資格） 

第２２条 第３条の規定は、令第１６７条の１１第２項の規定により局長が指名競争

入札（以下「指名競争」という。）に参加する者に必要な資格を定める場合に準用す

る。 

２ 前項の場合において、第３条第１項の資格と同一である等のため、前項において

準用する第３条第１項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認める

ときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同項による審査及び名簿の作成

をもってこれに代えるものとする。 

３ 局長は、前項の規定にかかわらず、年間の契約件数が僅少であることその他特別

の事情がある契約については、当該競争に参加する者に必要な資格及び審査に関し

第１項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する者の名簿を作成

しないことができる。 

 （指名基準） 

第２３条 局長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及

び金額に応じ、別に定めるところにより指名競争に参加する者を５名以上指名しな

ければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、第６条第１項各号に掲げる事項をその指名する者に通知

しなければならない。 

３ 指名競争が、令第１６７条の１３において準用する令第１６７条の１０の２第１

項及び第２項の規定により落札者を決定する指名競争（以下「総合評価指名競争入

札」という。）であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその指

名する者に通知しなければならない。 

（１）総合評価指名競争入札の方法による旨 

（２）総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準 



 （入札保証金納付の免除） 

第２４条 局長は、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせ

ないことができる。 

（１）第２２条の規定に基づいて資格を有する者が保険会社との間に局長を被保険者

とする入札保証保険契約（定額てん補特約条件付）を締結したとき。 

（２）第２２条の規定に基づいて資格を有する者で過去２箇年の間に本市その他の官

公庁と契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したとき。 

（３）第２２条の規定に基づいて資格を有する者が入札する場合において、契約を締

結することが確実であると認められるとき。 

 （競争入札に関する規定の準用） 

第２５条 第２条、第４条、第６条から第８条まで、第１０条から第１７条まで及び

第１９条から第２１条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。 

    第３節 随意契約 

 （随意契約によることができる場合の限度額） 

第２６条 企業法施行令第２１条の１３第１項第１号の規定により随意契約によるこ

とができる場合の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額

の範囲内とする。 

（１）工事又は製造の請負 ２，５００，０００円 

（２）財産の買入れ １，６００，０００円 

（３）物件の借入れ ８００，０００円 

（４）財産の売払い ５００，０００円 

（５）物件の貸付け ３００，０００円 

（６）前各号に掲げるもの以外のもの １，０００，０００円 

 （随意契約の内容等の公表） 

第２６条の２ 局長は、企業法施行令第２１条の１３第１項第３号又は第４号の規定

により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するもの

とする。 

（１）契約の発注の見通し 

（２）契約の内容 

（３）契約の相手方（以下「契約者」という。）の選定基準 

（４）その他必要な事項 

２ 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するも

のとする。 

（１）契約に係る物品又は役務の名称 

（２）契約者の氏名又は名称及び住所 

（３）契約者とした理由 



（４）その他必要な事項 

 （予定価格の決定等） 

第２７条 局長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第１３条第１項及び

第１４条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。 

２ 局長は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以上の者から見積書を徴

さなければならない。 

３ 前項の場合には、あらかじめ第６条第１項の規定に準じて当該契約に必要な事項

を相手方に通知するものとする。 

４ 第２項の見積書の徴収については、第１９条の２に規定する電子入札の例による

ことができる。 

    第４節 せり売り 

 （保証金） 

第２８条 令第１６７条の３の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必

要に応じそのつど定めるものとする。 

 （競争入札に関する規定の準用） 

第２９条 第２条、第５条、第６条第１項、第９条から第１４条まで及び第１７条か

ら第２０条まで（第１９条の２を除く。）の規定は、せり売りの場合にこれを準用す

る。 

    第５節 契約の締結 

 （契約書） 

第３０条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３４条第

５項の規定により契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、契

約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事

項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、

該当のない事項は、この限りでない。 

（１）契約履行の場所 

（２）契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

（３）監督及び検査 

（４）履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 

（５）危険負担 

（６）契約不適合責任 

（７）契約に関する紛争の解決方法 

（８）その他必要な事項 

２ 川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程（昭和３８年交通局規程第８号）に

おいて準用する川崎市公共工事の前払金に関する規則（昭和３８年川崎市規則第４

０号。以下「前払金に関する規則」という。）の適用を受ける公共工事にあっては、



前払金に関する規則第４条に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 

３ 第１項の規定により作成した契約内容を記録した電磁的記録は、契約書とみなす。 

 （契約書作成の省略） 

第３１条 局長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、

契約書の作成を省略することができる。 

（１）予定価格１，０００，０００円（局長が別に定める軽易工事にあっては、２，

５００，０００円）以下の契約をするとき。 

（２）せり売りに付するとき。 

（３）物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 

（４）その他随意契約で局長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。 

２ 前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な要件を

記載した請書その他これに準ずる書面又は当該請書その他これに準ずる書面に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（法第２３４条第５項の措置（契約の相手方の作成に係

るものであることを示すために講ずる措置に限る。）を講じたものに限る。以下この条

において同じ。）を徴するものとする。ただし、局長が特に認めるときは、この限り

でない。 

３ 前項の規定により徴した請書その他これに準ずる書面に記載すべき事項を記録した電

磁的記録は、請書その他これに準ずる書面とみなす。 

 

 （契約保証金） 

第３２条 企業法施行令第２１条の１４の規定による契約保証金の率は、契約金額の

１０分の１以上とする。 

２ 局長が確実と認める契約保証金に代わる担保の種類及び評価額は次に掲げるとお

りとする。 

（１）会計規程第１１条に定める担保 同条の担保の価格 

（２）金融機関の保証 その保証する金額 

（３）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条

第４項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額 

 （契約保証金納付の免除） 

第３３条 局長は、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納

めさせないことができる。 

（１）契約者が保険会社との間に局長を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん

補特約条件付）を締結したとき。 

（２）契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

（３）競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が

過去２箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２



回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな

いこととなるおそれがないと認められるとき。 

（４）物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

（５）契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（６）法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

 （保証金に代わる担保の引換え） 

第３４条 第１０条又は第３２条第２項の規定により、担保をもって入札保証金又は

契約保証金を納付した場合、当該保証金が交通局に帰属することとなった場合には、

納付に係る有価証券を、現金と引換えするかどうかをその者に通知するものとする。 

２ 前項により引換えをしようとする者は、その通知を受けた日から７日以内にその

旨を申し出なければならない。 

 （長期継続契約の契約期間） 

第３４条の２ 条例第６条に掲げる契約の契約期間は、５年を超えないものとする。

ただし、契約の内容その他の事情から５年を超える契約期間とすることが適当と認

められるものについては、この限りではない。 

 （疑義の決定） 

第３５条 契約に関する文書及び図面に関し疑義が生じたときは、局長の解釈に従う

ものとする。 

    第６節 契約の履行 

     第１款 通則 

 （履行期限又は期間） 

第３６条 契約の履行に当たり、その履行期限又は期間の末日が市の休日に該当する

ときは、その翌日（休日が連続したときは、最終休日の翌日）まで期限又は期間を

延長したものとみなす。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第３７条 契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、若しくは承継

させ、又は権利を担保に供することができない。ただし、局長の承認を得たときは

この限りでない。 

 （権利義務の承継の届出） 

第３８条 契約者が第４条第１項各号の規定に該当する場合においては、承継人をし

てすみやかにその旨を局長に届け出なければならない。 

 （完成又は完納の届出） 

第３９条 契約者は、契約の目的物が完成又は完納したときは、局長に届け出て検査

を受けなければならない。 

２ 前項の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約により特に定め

たものは、この限りでない。 



 （検査の時期） 

第４０条 局長は、前条第１項の届出があったときは、工事にあっては１４日、その

他の契約にあっては１０日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の事由

があるときは、この限りでない。 

 （目的物の引渡し等） 

第４１条 契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときに完了したものとす

る。ただし、物件の所有権は、引渡しを完了したときに移転するものとする。 

２ 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。 

 （目的物の一時使用） 

第４２条 局長は、契約の履行前においても、契約者と協議して目的物を使用するこ

とができる。この場合において、損害が生じたときは、交通局の負担とする。 

 （代価の支払時期） 

第４３条 契約金は、完成又は完納検査終了後適法な請求のあった日から、工事にあ

っては４０日、その他の契約にあっては３０日以内に支払うものとする。ただし、

特別の事由がある場合は、この限りでない。 

 （支払に関する特例） 

第４４条 局長は、前条の規定にかかわらず、履行部分に対して完成又は完納前に代

価の一部の支払（以下「内払」という。）をすることができるものとし、その額は、

既済部分に対する代価の１０分の９を超えることができない。ただし、契約期間が

２年度以上にわたる工事のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となる工事にあ

っては当該既済部分又は個々に分割できる性質の工事における各個の完済部分に対

しては、その代価の全額までを支払うことができる。 

２ 請負工事の内払は、工事の出来形部分及び工事用資材に対する請負代金相当額で

検査したものを既済部分とする。ただし、工事用資材に対する算定の方法は、次の

計算によるものとする。 

（１）設計書に準拠し一定の形状寸法に加工したもの又は特殊の製作品は、価格の１

０分の９ 

（２）前号に該当しない材料で現場に搬入し使用目的が確定したものに限り、価格の

１０分の７ 

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、目的として定めた使途に使用できるようにな

った仮設工事は、１０分の８、その必要がないようになったときは１０分の２を加

算してこれを既済部分とみなすことができる。 

４ 工事以外の請負その他の契約の内払は、履行部分に対して検査をしたものとする。 

 （内払の回数） 

第４５条 請負人が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額１０，０００，

０００円未満の工事については１回とし、請負金額１０，０００，０００円以上の



工事については、その金額に２０，０００，０００円を加えるまでごとに１回を増

やすことができる。 

２ 前払金に関する規則第２条第１項の規定により前金払をした工事は、前項の規定

にかかわらず請負金額３０，０００，０００円以上５０，０００，０００円未満の

工事については２回とし、請負金額５０，０００，０００円以上の工事については、

その金額に２０，０００，０００円を加えるまでごとに１回を増すことができる。 

３ 工期が２月未満の工事又は前払金に関する規則第２条第２項に規定する中間前払

金が支払われた工事については、前２項の規定にかかわらず、請負人は当該工事の

内払（別に定めるものを除く。）の請求をすることができない。 

 （火災保険等） 

第４６条 請負人は、仕様書等で定めるところにより工事目的物及び工事材料（支給

材料を含む。以下同じ。）等を火災保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以

下同じ。）に付したときは、遅滞なくその証券又はこれに代わるものを局長に提示し

なければならない。 

２ 請負人が必要があると認めて工事目的物及び工事材料を火災保険その他の保険に

付した場合には、遅滞なくその旨を局長に通知しなければならない。 

 （損害金） 

第４７条 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に

つき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が

決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。 

２ 損害金は、契約金、保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができ

る。 

３ 遅延日数の計算については、検査その他交通局の都合により経過した日数は算入

しないものとする。 

４ 局長は、履行部分を使用し、若しくはその引渡しを受け、又は出来形部分がある

ときは、その部分に対する契約金額を査定し、第１項の契約金額から控除して損害

金を計算するものとする。 

 （交通局の都合による契約の解除、中止、変更等） 

第４８条 局長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約の解除、

履行の中止又は設計変更若しくは仕様の変更（以下本節において「設計変更等」と

いう。）をすることができる。 

２ 前項の設計変更等により、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価

によりこれを算出し、これによることができないとき、又は特別の事情があるとき

は、契約者と協議のうえこれを定めるものとする。 

３ 契約の解除、履行の中止、設計変更等により、契約者が損失を受けたときは、契



約者と協議のうえ補償をすることができる。 

４ 局長は、第１項及び第２項について必要な事項は、これを契約者に通知するもの

とする。 

 （契約内容変更の手続） 

第４９条 前条により設計変更等があったときは、契約者は、局長の指定する期間内

に変更契約書若しくは変更請書又は当該変更契約書若しくは変更請書の内容を記録し

た電磁的記録（法第２３４条第５項の措置（変更請書にあっては、契約の相手方の作成

に係るものであることを示すために講ずる措置に限る。）を講じたものに限る。）を提

出し、又は提供しなければならない。 

２ 契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付

しなければならない。ただし、契約変更後の増減額が既結契約金額の３割に満たな

いとき、又は特別の事由があると認める場合はこの限りでない。 

３ 前項の規定は、履行保証保険及び工事履行保証についてこれを準用する。 

 （履行期限延長の請求） 

第５０条 契約者は、天災地変その他正当な理由により契約期限内に契約の履行を完

了することができないときは、その理由を詳記し延期の請求をすることができる。 

 （契約者からの契約解除の請求） 

第５１条 契約者は、第４８条に定める契約内容の変更のため契約金額が３分の２以

上減じたとき、又は履行の中止日数が契約期間の２分の１（契約期間の２分の１が

６月を超えるときは６月）を超えたときは、契約の解除を請求することができる。 

 （交通局の解除権） 

第５２条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

（１）契約者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがない

と認めるとき。 

（２）契約者から契約の解除の申出があったとき。 

（３）契約者が令第１６７条の４第２項第４号及び第５号の規定に該当したとき。 

（４）契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となったとき。 

（５）その他契約に違反したとき。 

２ 前項により契約を解除したときは、契約保証金（契約保証金の納付に代え担保が

提供されているときは保証金として定めた額）は、交通局に帰属する。この場合に

おいて、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に

際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額（履

行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額）を損害賠償金

として請求するものとする。ただし、局長が特別の事由があると認めるときは、減

免することができる。 



 （契約の解除又は履行中止による精算） 

第５３条 局長は、既済部分又は履行部分の額（以下「履行部分等」という。）につい

ては、第４８条の規定を準用し、算出した額を契約者に支払い、履行部分等は交通

局に帰属するものとする。 

２ 売渡し又は貸与契約を解除した場合における既納代金又は貸与料の一部返還額は、

契約書又は内訳書記載の単価により算出するものとし、これにより難い場合は、局

長は、相手方と協議のうえこれを算出するものとする。 

 （契約保証金等の返還） 

第５４条 契約保証金又は契約保証金に代え提供された担保は、第４１条第１項の規

定によりその受ける納付の完了確認があったときは、直ちに返還しなければならな

い。 

２ 契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の２分の１以上に達した場

合において、局長が支障がないと認めたときは、その２分の１以内の額を返還する

ことができる。 

 （契約不適合責任） 

第５５条 局長は、第 41 条の規定により引渡しを受けた目的物（工事目的物に限る。

以下この項において同じ。）が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下この条において「契約不適合」という。）である場合においては、契約不適合

を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から２年以内に、履行の追完の請求、

代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」

という。）をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ補償については、１年以内と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、局長は、設備機器本体等の契約不適合については、引

渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該

検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡し

を受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものである

ときは適用しない。この場合において、局長は、民法の定めるところにより請求等

をするものとする。 

４ 局長は、特に必要があると認めるときは、第１項及び第２項の規定にかかわらず、

契約不適合責任を定めることができる。 

 （契約の効力） 

第５６条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあっても、局長が契約

を解除しないかぎり、その契約は、有効とする。 

 （通告） 

第５７条 契約者が不在等のため契約の解除その他の通知をすることができないとき



は、局長は掲示場等に公告し、公告の日から７日を経過したときは、その通告をし

たものとみなす。 

 （監督及び検査） 

第５８条 法第２３４条の２第１項の規定による履行の確保又は完了確認に関し必要

な事項は、別に定める。 

     第２款 物件供給 

 （代品納入） 

第５９条 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は、局長の指定する期間内に

代品を納入し、更に検査を受けなければならない。ただし、特に必要がある場合を

除き、契約期限の延長はしないものとする。 

 （減価採用） 

第６０条 局長は、検査の結果、供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと

認めたときは、相当減価のうえこれを採用することができる。 

 （価格変動） 

第６０条の２ 第６５条第６項の規定は、物件供給の場合にこれを準用する。 

     第３款 物件の売渡し 

 （物件の引取り） 

第６１条 物件の買受人は、代金を納付した後でなければ物件を引きとることができ

ない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。 

 （買受人の負担） 

第６２条 物件の引取りに要する計量及び運搬用の人夫器具その他一切の費用は、買

受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。 

     第４款 工事請負 

 （着手期限等） 

第６３条 請負人は、契約締結の日から７日以内に工事に着手しなければならない。

ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により工事に着手しようとするときは、局長に届け出なければならな

い。 

 （危険負担） 

第６４条 天災その他の不可抗力により既済部分及び検査済工事材料等をき損亡失し、

その損害が請負金額の１００分の１を超えたときは、局長は、請負人の申請により

その超過した金額を負担するものとする。ただし、請負人が善良な管理者の注意を

怠ったと認めるときは、この限りでない。 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更） 

第６５条 局長又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に

日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと



認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。 

２ 局長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額（請

負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下

同じ。）と変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残

工事金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事金額の１，

０００分の１５を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指

数等に基づき局長と請負人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日

以内に協議が整わない場合にあっては、局長が定め、請負人に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負金額の変更を行った後再度行

うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直

前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動

を生じ、請負金額が不適当となったときは、局長又は請負人は、前各項の規定によ

るほか、請負金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なイ

ンフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったとき

は、局長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求するこ

とができる。 

７ 前２項の場合において、請負金額の変更額については、局長及び請負人が協議し

て定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、

局長が定め、請負人に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、局長が請負人の意見を聴いて定め、

請負人に通知しなければならない。ただし、局長が第１項、第５項又は第６項の請

求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請

負人は、協議開始の日を定め、局長に通知することができる。 

第７節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約 

（作業報酬） 

第６６条 条例第７条第１項の規程で定める賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者

ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。 

（１）条例第７条第１項第１号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約（以

下「特定工事請負契約」という。）において従事した作業に係る部分として支払わ

れる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法（昭和２２年法律第４

９号）第３７条第１項及び第４項に規定する割増賃金その他局長が定めるもの 

（２）条例第７条第１項第１号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事す

るために締結した請負契約における請負代金（消費税及び地方消費税に相当する額



を除く。） 

（３）条例第７条第１項第２号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約（以下

「特定業務委託契約」という。）において従事した作業に係る部分として支払われ

る賃金のうち労働基準法第３７条第５項の規定により同条第１項及び第４項の割

増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの 

（特定業務委託契約の範囲） 

第６７条 条例第７条第１項第２号の規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。 

（１）庁舎等の警備業務（警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第５項に規定

する機械警備業務を除く。）の委託に係る契約 

（２）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１

２条の２第１項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約 

（３）道路その他局長が定める施設の清掃の委託に係る契約 

（４）昇降機、浄化槽その他局長が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係

る契約 

（５）電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る

契約 

（台帳の記載事項） 

第６８条 条例第８条第１号の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）条例第７条第１項に規定する対象労働者（以下「対象労働者」という。）に係る

同項に規定する作業報酬下限額 

（２）対象労働者に係る条例第８条第５号に規定する基準額 

（３）対象労働者に係る条例第８条第５号の規定により規程で定める方法により算定す

る時間数 

（４）その他局長が定める事項 

（従事した時間数の算定方法） 

第６９条 条例第８条第５号の規程で定める方法は、作業報酬の支払の対象となる期間

において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事し

た時間数に、次に掲げる時間数を合計した時間数（以下「割増時間数」という。）を

加算する方法とする。 

（１）１日について８時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業

に従事した時間数に１００分の２５を乗じて得た時間数 

（２）休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間

数に１００分の３５を乗じて得た時間数 

（３）午後１０時から午前５時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係

る作業に従事した時間数に１００分の２５を乗じて得た時間数 

２ 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に割増時間



数を加算して得た時間数に１時間未満の端数が生じたときは、その端数が３０分以上

のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものとする。 

（条例第８条第５号に規定する規程で定める期間） 

第７０条 条例第８条第５号の規程で定める期間は、１４日とする。 

（身分証明書） 

第７１条 条例第１０条第３項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。 

（特定工事請負契約等に係る手続の特例） 

第７２条 局長は、競争入札又は指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託

契約を締結しようとするときは、第６条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公

告しなければならない。 

（１）当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特

定業務委託契約であること。 

（２）当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第８条各

号に掲げる事項を定めること。 

２ 局長は、指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようと

するときは、第６条第１項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を、その指名

する者に通知しなければならない。 

（１）当該指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契

約であること。 

（２）当該指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第８条各号に掲げる事

項を定めること。 

３ 特定工事請負契約又は特定業務委託契約を随意契約の方法により締結する場合に

は、第２７条第３項中「第６条第１項」とあるのは、「第６条第１項及び第７２条第

１項」とする。 

   第３章 雑則 

 （様式） 

第７３条 この規程に定める予定価格書等の様式は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （関係規程の廃止） 

２ 川崎市交通局契約規程（昭和３９年交通局規程第７号）は、廃止する。 

   附 則（昭和５０年３月３１日交通局規程第４号） 

 この規程は、昭和５０年３月３１日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する 

   附 則（昭和５１年２月１３日交通局規程第２号） 

 （施行期日） 



１ この改正規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５２年９月１日交通局規程第１５号） 

 （施行期日） 

１ この改正規程は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この改正規程施行の際、現に締結している契約については、改正後の規程第５５

条第１項第４号及び第６７条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５５年５月２０日交通局規程第１０号） 

 この改正規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５７年４月５日交通局規程第７号） 

 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５７年１０月６日交通局規程第２０号） 

 この改正規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年３月３１日交通局規程第８号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成４年４月１日から施行し、平成４年度の事業年度から適用する。 

   附 則（平成８年３月２９日交通局規程第１７号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後の締

結に係る契約から適用し、施行日前の契約の締結に係る契約については、なお従前

の例による。 

３ 改正前の規程の規定により調製した帳票で、現に存在するものについては、当分

の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則（平成９年４月２４日交通局規程第４号） 

 この規程は、平成９年５月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年４月１８日交通局規程第２３号） 

 この規程は、平成１３年４月２５日から施行する。 

   附 則（平成１４年３月２９日交通局規程第７号） 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月２２日交通局規程第２２号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月３１日交通局規程第１５号） 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年８月２０日交通局規程第２２号） 



 この規程は、平成１６年８月２０日から施行する。 

   附 則（平成１６年１２月２７日交通局規程第２６号） 

 この規程は、平成１７年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年２月１４日交通局規程第２号） 

 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２項の改正規定は、平成１

７年３月７日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月３１日交通局規程第８号） 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年５月２４日交通局規程第２３号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１９年８月３０日交通局規程第４０号） 

 この規程は、平成１９年９月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年２月２９日交通局規程第６号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２０年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規程の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の事実により地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の４第２項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、

施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２２年４月１日交通局規程第２２号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規程（以下「新規程」という。）の規定は、この規程の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

６第１項の規定による公告、新規程第２３条第２項若しくは第３項の規定による通

知又は新規程第２７条第３項の規定による通知（以下「公告等」という。）を行う契

約について適用し、施行日前に公告等を行った契約については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２２年７月２６日交通局規程第３０号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月３０日交通局規程第２号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２９日交通局規程第１５号） 



 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２９日交通局規程第５号） 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日交通局規程第８号） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月１日交通局規程第１号） 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日交通局規程第９号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


